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ソ
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六
年
』

O
①
『
び
鎚
吋
α
ω
一
一
β
ω
○
β

U
霧
の
9
≦
o
島
の
9
Φ
囚
ユ
ヨ
ぎ
巴
鴨
ω
0
9
び
8
げ

　
　
　
≦
巴
8
『
α
o
O
讐
旨
①
ひ
一
鶏
①

　
嫡
　
シ
ム
ソ
ン
氏
は
、
長
い
間
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
司
法
省
に
お
い
て
、
参
事
官

と
し
て
、
ド
イ
ッ
法
部
門
に
関
す
る
調
査
・
研
究
担
当
部
長
の
職
に
あ
り
、
ド

イ
ッ
の
立
法
、
学
説
・
判
例
の
動
向
を
紹
介
し
、
同
時
に
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

法
制
度
を
ド
イ
ッ
語
な
ど
で
諸
外
国
に
紹
介
す
る
仕
事
に
よ
り
、
近
時
の
刑

事
立
法
、
刑
事
政
策
に
多
大
の
貢
献
を
し
て
ぎ
た
碩
学
で
あ
る
。
そ
の
多
大
の

功
績
に
対
し
て
、
西
ド
イ
ッ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
が
、
一
九
七
二
年
に
名

誉
法
学
博
士
を
贈
つ
た
こ
と
は
、
極
め
て
意
義
の
深
い
こ
と
で
あ
つ
た
。
評
者

は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
留
学
時
代
の
恩
師
エ
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
教
授

の
紹
介
で
シ
ム
ソ
ソ
氏
と
知
り
合
う
こ
と
が
出
来
た
。
一
九
六
二
年
以
来
の
交

流
で
あ
る
か
ら
、
か
れ
こ
れ
一
五
年
に
な
る
。
こ
の
間
、
児
童
福
祉
法
、
刑
法

典
、
行
刑
法
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
の
改
正
を
わ
が
国
に
紹
介
す
る
に
当
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
（
八
五
六
）

て
、
同
氏
か
ら
多
大
の
協
力
を
賜
つ
た
。
新
ら
し
い
法
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ

た
り
、
新
法
が
公
布
さ
れ
た
り
す
る
ご
と
に
、
空
輸
さ
れ
て
く
る
こ
れ
ら
の
資

料
は
、
ど
れ
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
の
研
究
に
役
立
つ
た
か
は
か
り
知
れ
な
い
も
の
が

あ
る
。
ご
く
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
事
法
制
に
つ
い
て
最

新
の
情
報
が
わ
が
国
の
同
学
の
士
の
間
に
共
有
財
産
と
L
て
ゆ
き
わ
た
つ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
多
く
は
、
シ
ム
ソ
ン
氏
の
好
意
の
賜
物
と
い
つ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
シ
ム
ソ
ン
氏
の
協
力
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
を
列
挙
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
一
九
六
五
年
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
刑
法
典
、
昭
和
四
三
年
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
少

年
法
制
、
少
年
法
改
正
資
料
一
九
号
、
昭
和
四
八
年
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
に
お
け

る
被
害
者
補
償
制
度
、
法
学
研
究
四
七
巻
八
号
、
昭
和
四
九
年
、
五
七
頁
以

下
、
一
九
七
四
年
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
行
刑
法
、
監
獄
法
改
正
資
料
二
〇
号
、
昭
和

五
一
年
。
こ
れ
ら
の
刊
行
に
際
し
て
、
い
ず
れ
も
、
京
都
家
庭
裁
判
所
の
坂
田

仁
調
査
官
の
学
識
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
な
お
、
シ
ム
ソ
ン
氏
の
業
績
に

つ
い
て
は
、
前
出
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
典
に
付
録
と
し
て
訳
出
し
た
論
文
の

ほ
か
、
ゲ
ー
ル
ッ
氏
と
の
共
著
の
紹
介
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
．
二
四
〇
号
、
昭
和
四
四

年
、
六
八
頁
以
下
）
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
罰
観
と
犯
罪
者
処
遇
（
法
律
時
報
、
四

六
巻
六
月
号
、
昭
和
四
九
年
、
一
二
〇
頁
以
下
）
が
あ
る
。

　
ニ
　
シ
ム
ソ
ン
氏
の
新
著
は
、
一
九
六
五
年
に
施
行
さ
れ
た
新
刑
法
典
の
独

訳
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
数
次
に
わ
た
つ
て
部
分
改
正
が
な
さ
れ
た
同
法
典
の

一
九
七
五
年
一
月
一
目
現
在
の
正
文
を
訳
出
し
、
し
か
も
、
詳
細
を
極
め
た
序



文
（
八
九
頁
に
お
よ
ぶ
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
一
九
七
三
年
夏
に
、
同
氏
を

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
事
務
室
に
訪
ね
た
折
、
本
書
の
原
稿
を
拝
見
し
、
そ
の
コ

ピ
ー
を
希
望
し
た
。
帰
国
後
、
同
氏
か
ら
送
ら
れ
て
ぎ
た
コ
ピ
ー
に
つ
け
ら
れ

た
手
紙
に
は
、
不
完
全
原
稿
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
公
け
に
し
な
い
で
欲
し
い
旨

の
文
字
が
あ
つ
た
。
大
へ
ん
、
真
面
目
な
人
柄
が
に
じ
み
出
た
文
面
で
あ
つ

た
。
今
、
コ
ピ
ー
と
本
書
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
一
九
七
四
年
六
月
一
四
日

の
「
堕
胎
法
」
に
よ
る
部
分
改
正
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
後
の
多
く
の
改
正
点
、

さ
ら
に
は
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
加
筆
さ
れ
た
多
く
の
訳
注
な
ど
、
極
め
て
良
心

的
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
し
の
ば
せ
る
努
力
の
跡
を
学
び
と
る
こ
と
が
で
き

る
。
お
よ
そ
、
比
較
法
を
志
ざ
す
者
に
と
つ
て
、
此
の
精
進
ぶ
り
を
見
る
こ
と

は
、
無
言
の
教
え
を
受
け
る
に
等
し
い
。
比
較
法
と
称
し
て
、
単
に
条
文
を
比

較
す
る
こ
と
は
、
殆
ん
ど
意
味
が
な
い
。
社
会
生
活
、
生
活
感
情
、
文
化
、
経

済
な
ど
、
法
制
度
の
背
景
を
な
す
種
々
の
文
化
的
背
景
を
無
視
す
る
比
較
法

は
、
極
め
て
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
作
業
に
す
ぎ
な
い
。
一
寸
ば
か
り
、
外
国
に
行

つ
て
、
不
確
か
な
情
報
を
持
ち
帰
り
、
間
違
つ
た
こ
と
を
伝
え
る
く
ら
い
な

ら
、
な
ま
じ
外
国
の
こ
と
な
ど
、
触
れ
て
も
ら
わ
な
い
方
が
よ
い
。
例
え
ば
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
で
は
、
社
会
福
祉
が
充
実
し
て
い
て
、
生
活
に
困
ら
な
い
か

ら
、
嬰
児
殺
は
皆
無
で
あ
る
と
い
つ
た
ま
こ
と
し
や
か
な
議
論
な
ど
、
こ
の
典

型
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
此
の
国
の
嬰
児
殺
の
規
定
は
、
ス
カ
ソ
ジ
ナ
ヴ

ィ
ア
に
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
分
娩
に
際
し
て
の
精
神
的
・
肉
体
的
苦
痛
で

錯
乱
状
態
に
あ
る
女
性
が
、
分
娩
に
近
接
し
た
時
問
内
に
嬰
児
を
殺
し
た
場
合

に
、
そ
の
個
人
的
事
情
を
考
慮
し
、
刑
を
軽
減
す
る
と
い
う
趣
旨
の
規
定
で
あ

つ
て
、
社
会
福
祉
制
度
と
は
全
く
関
係
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

　
　
　
紹
介
と
批
評

ン
刑
法
典
の
邦
訳
を
見
、
こ
れ
と
フ
ラ
ソ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ソ
な
ど
ロ

マ
ソ
ス
法
系
の
同
種
の
規
定
と
を
対
比
す
れ
ば
、
容
易
に
分
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
、
デ
ー
タ
ー
の
点
で
も
、
大
ぎ
な
誤
ま
り
を
犯
し
て
い
る
。
念
の
た
め
に
、

シ
ム
ソ
ソ
氏
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
左
の
よ
う
な
数
値
が
分
つ
た
（
一
九

七
六
年
四
月
二
〇
日
付
私
信
）
。

　
中
央
統
計
局
の
嬰
児
殺
に
関
す
る
資
料
に
よ
る
と
、
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
件こ1964年16

の

数1965年　4
値
は1966年　9

、

人
口
七
〇
〇
万
人
を
考
え
る
と

事
実
、
シ
ム
ソ
ン
氏
も

の
に
、
一
九
六
四
年
か
ら
一
九
七
四
年
の
間
の
数
値
が
か
く
も
比
較
的
高
い
こ

と
に
、
私
自
身
、
驚
い
た
次
第
で
す
」
と
書
い
て
い
る
。
外
国
の
情
報
を
扱
う

場
合
、
い
く
ら
慎
重
で
あ
つ
て
も
、
慎
重
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
喋

れ
ず
、
聞
き
と
る
こ
と
の
出
来
な
い
者
が
、
問
違
つ
た
情
報
を
持
ち
帰
る
く
ら

い
、
迷
惑
極
ま
る
こ
と
は
な
い
。
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1

目
本
の
人
口
か
ら
み
れ
ば
、
小
さ
い
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の

　
　
　
　
　
、
決
し
て
ネ
グ
ジ
リ
ブ
ル
な
数
で
は
な
い
し
、

　
　
、
　
「
正
直
い
う
と
、
実
務
上
、
堕
胎
が
自
由
で
あ
つ
た

　
三
　
本
書
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
刑
法
典
の
現
在
の
姿
を
伝
え
、
か
つ
詳
し
い
注

を
付
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
部
分
改
正
の
状
況
が
伝
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
の
法
律
用
語
の
解
説
も
読
め
る
と
い
う
点
で
、
極
め
て
こ
ん
切
な
仕

事
で
あ
る
．
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
独
特
な
社
会
福
祉
国
家
で
あ
り
、
法
分
野
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
　
（
八
五
七
）
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い
て
多
く
の
注
目
す
べ
き
業
績
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
、
つ
と
に
知
ら
れ
て
い

た
。
又
、
刑
事
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
先
進
諸
国
を
リ
ー
ド
す
る
多
く
の
立

法
政
策
的
・
刑
事
政
策
的
提
案
を
具
体
化
し
て
い
る
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。

し
か
し
、
何
と
い
つ
て
も
言
語
の
障
壁
は
大
き
か
つ
た
。
従
つ
て
、
本
書
に
お

い
て
、
単
な
る
法
規
の
翻
訳
だ
け
で
は
な
く
て
、
他
の
法
分
野
と
の
か
か
わ
り

合
い
に
及
ぶ
詳
細
な
訳
注
が
付
さ
れ
た
こ
と
は
、
誠
に
有
意
義
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
比
較
刑
事
法
を
心
が
け
る
際
に
こ
れ
ま
で
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク

大
学
の
比
較
法
研
究
所
（
現
在
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ソ
ク
研
究
所
）
の
公
刊
す
る

各
国
の
刑
事
法
典
の
独
訳
シ
リ
ー
ズ
か
ら
、
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
き
た
け
れ

ど
も
、
率
直
に
い
つ
て
、
そ
の
多
く
の
資
料
が
、
単
に
条
文
の
翻
訳
に
終
わ
つ
て

い
る
こ
と
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
。
条
文
が
成
立
す
る
に
は
、
幾
多
の
準
備
が

あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
法
の
伝
統
、
社
会
条
件
、
国
民
の

法
意
識
の
変
化
、
そ
し
て
現
実
の
デ
ー
タ
ー
（
刑
事
法
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
統
計
な
ど
）

を
ふ
ま
え
た
社
会
の
動
向
な
ど
、
知
り
た
い
点
は
無
数
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
知

的
好
奇
心
の
満
足
は
こ
れ
ま
で
、
右
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
殆
ん
ど
得
ら
れ
な
い
と

い
う
の
が
実
情
で
あ
つ
た
。
個
人
的
な
こ
と
を
言
わ
せ
て
も
ら
う
な
ら
ぽ
、
ザ

ー
ル
大
学
の
キ
ュ
ー
ネ
助
教
授
と
私
と
で
、
日
本
の
少
年
法
の
独
訳
を
試
み
た

と
き
、
従
来
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
叢
書
に
は
求
め
る
こ
と
の
で
き
な
か
つ
た
種

類
の
本
に
仕
上
げ
よ
う
と
話
し
合
い
、
不
満
足
な
も
の
で
は
あ
つ
た
が
、
小
型

の
注
釈
書
の
よ
う
な
も
の
を
公
刊
し
た
の
で
あ
つ
た
（
国
き
ω
出
①
ぎ
R
函
爵
器

－
囚
o
一
魯
一
竃
蔓
帥
鶏
名
斜
U
器
」
”
℃
”
巳
ω
畠
Φ
甘
閃
o
旨
α
凶
Φ
ω
①
“
”
6
誤
）
。

　
シ
ム
ソ
ソ
氏
の
著
作
は
、
私
達
の
試
み
よ
り
も
、
は
る
か
に
完
全
な
も
の
に

近
い
形
で
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
刑
法
典
を
世
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

意
義
は
い
く
ら
高
く
評
価
し
て
も
、

　
　
　
　
一
二
〇
　
　
　
（
八
五
八
）

し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。

　
四
　
序
説
と
し
て
付
さ
れ
た
解
説
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
事
立
法
入
門
と

題
さ
れ
、
e
今
日
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
の
発
展
に
つ
い
て
、
⇔
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
刑
法
典
の
成
立
、
原
理
及
び
制
裁
の
二
部
か
ら
成
る
。

　
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
昭
和
四
三
年
に
私
の
手
で
邦
訳
し
売
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

刑
法
典
」
に
付
さ
れ
た
ス
ト
ラ
ー
ル
（
ウ
プ
サ
ラ
大
学
教
授
）
の
解
説
と
同
書
に

付
録
と
し
て
付
し
た
シ
ム
ソ
ン
氏
の
小
冊
子
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
刑
法
改
正
の
特

徴
」
、
さ
ら
に
は
、
別
の
機
会
に
訳
出
し
た
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
罰
観
と
犯

罪
者
処
遇
」
（
法
律
時
報
四
六
巻
六
月
号
、
昭
和
四
九
年
、
一
二
〇
頁
以
下
）
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
詳
し
く
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
沿
革
は
、
以
前
の
公
刊
物
に
は
見
ら
れ
な
い
詳
細
な
刑
法
史

の
叙
述
を
含
み
、
殊
に
、
中
世
初
期
の
部
族
法
か
ら
説
き
起
し
（
四
頁
以
下
）
、

現
代
に
至
る
刑
事
法
立
法
史
の
流
れ
を
説
明
し
て
い
る
の
は
、
見
事
と
い
う
ほ

か
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
現
わ
れ
た
画
期
的
な
立
法
に
対
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
思
想
や
法
制
度
の
影
響
に
つ
い
て
怠
り
な
く
心
を
配
る
叙

述
は
、
ま
さ
に
周
到
な
準
備
の
所
産
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
若
干
の
例
を

あ
げ
れ
ば
、
一
六
世
紀
の
グ
ス
タ
フ
・
バ
サ
に
ょ
る
立
法
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、

モ
ー
ゼ
の
戒
律
と
よ
ば
れ
て
い
る
）
に
対
す
る
メ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
影
響
（
八
頁
以
下
）
、

一
八
世
紀
の
刑
法
思
想
に
及
ぼ
し
た
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
ボ
ル
テ
ー
ル
、
ベ
ヅ

カ
リ
ー
ア
の
影
響
（
一
四
頁
以
下
以
、
そ
し
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン

ド
ル
フ
、
ト
マ
ジ
ウ
ス
の
影
響
を
強
く
受
け
て
、
重
要
な
著
作
を
公
刊
し
た
ル

ソ
ト
大
学
の
ダ
ウ
ィ
ッ
ド
・
ネ
ー
ル
マ
ン
の
業
績
（
一
五
頁
以
下
）
、
　
一
八
世
紀



末
と
一
九
世
紀
に
お
け
る
カ
ン
ト
と
へ
ー
ゲ
ル
の
影
響
（
一
七
頁
以
下
）
、
さ
ら
に

は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
の
理
論
が
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ヤ
コ
ブ
・
ボ
ス
ト
レ
ー

ム
と
デ
ン
マ
ー
ク
の
ア
ソ
デ
ル
ス
・
サ
ソ
ド
エ
・
エ
ス
テ
ッ
ト
に
強
く
影
響
を

及
ぽ
し
た
こ
と
（
一
九
頁
以
下
）
、
行
刑
の
分
野
で
は
、
　
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
以
上

に
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ソ
サ
ム
の
理
論
が
評
価
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
影
響
が
今

目
の
矯
正
思
想
に
も
残
つ
て
い
る
こ
と
（
二
一
頁
以
下
）
、
　
一
九
世
紀
の
後
半
に

は
、
ロ
ソ
ブ
ロ
ー
ゾ
、
フ
ェ
リ
ー
、
殊
に
、
リ
ス
ト
の
学
説
が
刑
事
政
策
に
多

大
の
刺
戟
を
与
え
た
こ
と
な
ど
（
二
九
頁
以
下
）
、
簡
潔
な
表
現
の
う
ち
に
、
多

大
の
含
蓄
を
披
渥
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
シ
ム
ソ
ン
氏
が
か
つ
て
発
表
し

た
多
く
の
著
作
、
例
え
ぽ
、
フ
ラ
ン
ツ
・
v
・
リ
ス
ト
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑

事
政
策
（
一
九
四
九
年
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
リ
ュ
イ
タ
ー
祝
賀
論
文
集
）
、
ω
9
一
良
ω
巴

一
ヨ
ω
o
富
茸
①
p
U
一
Φ
身
Φ
一
ω
α
目
Φ
Z
帥
℃
o
一
Φ
o
霧
．
⊆
ユ
冨
＜
8
い
Φ
＜
①
訂
o
ヨ

斡
》
鼠
ど
一
S
9
国
冒
震
鵯
瞬
窪
》
＝
ρ
o
。
●
》
鼠
『
這
認
な
ど
に
見
ら
れ

る
学
識
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
沿
革
史
の
最
後
は
、
テ
ユ
レ
ー
ン
、
へ
ー
ガ
ー
シ
ュ
ト
レ
ー
ム
、
シ
ュ
リ
ュ

イ
タ
ー
ら
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
学
者
の
活
躍
ぶ
り
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る

（
三
三
頁
以
下
）
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
受
刑
者
数
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
四
一
頁
以
下
で
簡
単
に

ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
⇔
は
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
刑
法
の
部
分
改
正
、
一
九
六
二
年
の
現
行
刑
法

典
の
成
立
、
そ
の
後
の
部
分
改
正
に
つ
き
、
年
代
順
に
解
説
し
て
居
り
、
重
要
な

テ
ー
マ
ご
と
に
、
か
な
り
詳
し
い
解
説
を
付
し
て
い
る
（
例
え
ば
、
堕
胎
罪
の
立

法
に
つ
い
て
は
四
八
頁
以
下
、
軽
微
な
財
産
犯
罪
に
対
す
る
特
別
な
制
裁
方
法
に
つ
き
五

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

三
頁
以
下
、
社
会
内
処
遇
に
つ
い
て
は
五
六
頁
以
下
、
殊
に
、
社
会
復
帰
に
関
す
る
保
護

観
察
の
問
題
に
つ
き
六
〇
頁
以
下
、
少
年
刑
法
・
児
童
福
祉
委
員
会
に
つ
き
六
五
頁
以

下
、
少
年
刑
務
所
に
つ
き
六
八
頁
以
下
、
常
習
犯
人
の
特
別
な
処
遇
に
つ
き
六
八
頁
以
下
、

そ
の
う
ち
、
特
に
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
の
処
遇
に
つ
い
て
七
二
頁
以
下
、
麻
薬
犯
罪
者
の

処
遇
に
つ
い
て
七
八
頁
以
下
、
精
神
障
害
者
の
処
遇
に
つ
い
て
七
九
頁
以
下
）
。
そ
の
叙

述
の
中
で
、
若
干
の
デ
ー
タ
ー
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
五
　
以
上
で
、
本
書
の
概
括
的
な
紹
介
を
終
え
る
。
本
書
は
、
全
部
で
二
三

二
頁
で
あ
り
、
か
な
り
大
部
な
本
で
あ
る
。
シ
ム
ソ
ソ
氏
に
は
、
一
九
五
三
年

に
公
刊
し
た
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
民
事
・
刑
事
訴
訟
法
典
」
と
い
う
著
作
が
あ

る
（
本
書
の
紹
介
・
中
村
英
郎
・
訴
訟
お
よ
び
司
法
制
度
の
研
究
、
民
事
訴
訟
論
集
第
二

巻
、
昭
和
五
一
年
二
五
一
頁
以
下
）
。
刑
訴
の
分
野
に
つ
い
て
も
、
そ
の
後
、
若
干

の
部
分
改
正
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
簡
単
な
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る

（
本
書
八
六
頁
以
下
）
。

　
比
較
法
研
究
は
、
刑
事
法
の
分
野
で
は
、
今
後
、
ま
す
ま
す
進
ん
で
ゆ
く
で

あ
ろ
う
し
、
進
展
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
と
い
う
わ
け
は
、
刑
事
政
策
の
国

際
的
潮
流
は
せ
き
と
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
ほ
ど
の
勢
い
で
発
展
し
、
現
代
と

い
う
怪
物
の
も
た
ら
す
犯
罪
現
象
の
防
止
、
新
ら
し
い
タ
イ
プ
の
犯
罪
に
対
す

る
効
果
的
な
対
応
策
の
樹
立
、
犯
人
の
社
会
復
帰
と
い
う
目
的
を
は
た
す
べ
く
、

国
際
的
な
情
報
の
交
換
、
討
論
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
幸
い
に
し
て
、

わ
が
国
は
、
犯
罪
、
殊
に
凶
悪
犯
罪
の
増
加
と
い
う
現
代
の
病
い
に
犯
さ
れ
て

い
な
い
。
施
設
内
に
収
容
さ
れ
て
い
る
成
人
、
少
年
の
数
は
、
驚
ろ
く
程
に
少

な
い
。
こ
の
刑
事
政
策
的
成
果
は
、
諸
外
国
の
刑
事
政
策
家
の
ひ
と
し
く
注
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
　
　
（
八
五
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
、
刑
法
典
を
は
じ
め
と
す
る
刑
事
法
の
規
定
は
、
今

で
は
、
著
し
く
時
代
遅
れ
に
な
つ
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
当
つ
て
、
比
較
的
新

ら
し
い
法
典
で
、
多
く
の
先
端
的
な
改
革
を
試
み
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
刑
法

典
、
し
か
も
、
社
会
の
動
き
に
即
応
し
た
部
分
改
正
を
怠
り
た
く
続
け
て
い
る

同
国
の
立
法
状
況
に
つ
い
て
、
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
こ
と
の
で
き
る
本
書
が
公

刊
さ
れ
た
意
義
は
極
め
て
大
き
い
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
刑
事
法
の
比
較
に
際
し
て
、
わ
が
国
の
法
典
も
例
外
な
く
欧
米
語
に
訳
さ
れ

て
、
そ
の
批
判
の
対
象
と
な
る
。
目
本
語
と
い
う
言
語
の
障
壁
に
守
ら
れ
、
人

に
見
せ
る
の
を
は
ば
か
る
よ
う
な
古
い
内
容
の
改
正
案
を
造
る
こ
と
な
ど
、
そ

ろ
そ
ろ
止
め
た
方
が
よ
い
。
そ
れ
に
対
す
る
警
告
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
本
書

を
多
く
の
人
々
に
推
賞
す
る
次
第
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
宮
沢
浩
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
　
（
八
六
〇
）


